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窃
盗
犯
人
で
な
い
者
が
、
窃
盗
犯
人
と
意
を
通
じ
て
、
逮
捕
を
免
れ
る
目
的
で
追
跡
者
に
暴
行
を
加
え
、
傷

害
を
負
わ
せ
た
場
合
に
、
六
五
条
一
項
を
適
用
し
て
事
後
強
盗
致
傷
罪
の
共
同
正
犯
を
認
め
た
事
例
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【
事
実
の
概
要
】

被
告
人
Ｙ
は
、平
成
二
八
年
七
月
一
〇
日
午
前
三
時
三
二
分
頃
、愛
知
県
安
城
市
所
在
の
Ａ
店
に
お
い
て
、同
店
経
営
者
Ｂ
所
有
の
フ
ィ
ギ
ュ
ア
二
個
（
い

ず
れ
も
箱
入
り
の
物
。
時
価
合
計
約
一
、三
〇
〇
円
相
当
）
を
窃
取
し
、
同
店
駐
車
場
に
駐
車
中
の
普
通
乗
用
自
動
車
（
車
名
・
ト
ヨ
タ
サ
ク
シ
ー
ド
）
の

運
転
席
側
後
部
座
席
に
乗
っ
て
逃
走
し
よ
う
と
し
た
と
こ
ろ
、こ
れ
を
目
撃
し
、Ｙ
ら
を
逮
捕
す
る
た
め
追
跡
し
て
き
た
同
店
店
員
Ｃ
（
当
時
二
七
歳
）
が
、

同
駐
車
場
か
ら
発
進
す
る
被
告
人
Ｘ
の
運
転
す
る
同
車
運
転
席
側
後
部
座
席
ド
ア
の
窓
か
ら
上
半
身
を
同
車
内
に
入
れ
込
ん
で
き
た
こ
と
か
ら
、
Ｘ
お
よ
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三
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び
Ｙ
は
、
暗
に
意
思
を
相
通
じ
、
逮
捕
を
免
れ
る
た
め
、
同
所
先
道
路
か
ら
交
差
点
ま
で
の
間
、
Ｘ
が
、
同
車
内
に
上
半
身
を
入
れ
込
む
な
ど
し
て
Ｃ
が

同
車
に
し
が
み
つ
い
た
状
態
で
同
車
を
走
行
さ
せ
、
Ｙ
が
、
Ｃ
の
両
肩
を
両
手
で
押
し
、
ド
ア
の
窓
枠
を
つ
か
ん
だ
Ｃ
の
両
手
を
手
で
引
き
離
そ
う
と
す

る
な
ど
し
た
う
え
、
ド
ア
に
し
が
み
つ
い
た
Ｃ
を
引
き
ず
り
、
交
差
点
内
に
お
い
て
、
Ｃ
を
路
上
に
転
倒
さ
せ
る
暴
行
を
加
え
、
よ
っ
て
、
Ｃ
に
加
療
約

七
日
間
を
要
す
る
見
込
み
の
左
下
顎
挫
傷
、
左
肩
関
節
挫
傷
お
よ
び
右
殿
部
擦
過
創
の
傷
害
を
負
わ
せ
た）
1
（

。

名
古
屋
地
裁
岡
崎
支
部
は
こ
の
よ
う
な
事
実
を
認
定
し
た
う
え
で
、
前
記
暴
行
に
の
み
関
与
し
た
Ｘ
の
罪
責
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
判
示
し
た
。

【
判
　
旨
】

「
本
件
で
は
、
Ａ
店
に
お
け
る
窃
盗
に
つ
い
て
、
被
告
人
Ｘ
は
関
与
し
て
い
な
い
こ
と
か
ら
、
他
人
が
窃
盗
を
行
っ
た
際
に
被
害
者
か
ら
の
逮
捕
を
免

れ
る
目
的
で
暴
行
を
加
え
た
者
に
つ
き
成
立
す
る
罪
名
の
擬
律
が
問
題
と
な
る
が
、
窃
盗
犯
人
が
財
物
を
窃
取
し
た
事
実
を
知
っ
た
上
で
、
同
人
と
共
謀

の
上
、
逮
捕
を
免
れ
る
等
の
目
的
で
被
害
者
に
暴
行
を
加
え
て
同
人
を
負
傷
さ
せ
た
と
き
は
、
窃
盗
犯
人
た
る
身
分
を
有
し
な
い
者
に
つ
い
て
も
、
刑
法

六
五
条
一
項
、
六
〇
条
に
よ
り
事
後
強
盗
致
傷
罪
の
共
同
正
犯
が
成
立
す
る
と
解
す
べ
き
で
あ
る
か
ら
、
既
に
判
断
し
た
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、
本
件
で
は
、

被
告
人
Ｘ
に
つ
い
て
も
事
後
強
盗
致
傷
罪
の
共
同
正
犯
が
成
立
す
る
こ
と
に
な
る
（
同
旨
判
例
と
し
て
昭
和
六
二
年
七
月
一
七
日
大
阪
高
等
裁
判
所
判

決
）」）
2
（

。
【
判
例
研
究
】

一　

本
件
Ｙ
に
事
後
強
盗
致
傷
罪
が
成
立
す
る
こ
と
は
問
題
な
い
。
問
題
と
な
る
の
は
、
窃
盗
に
関
与
し
て
お
ら
ず
、
Ｃ
に
対
す
る
暴

行
に
の
み
関
与
し
た
Ｘ
の
罪
責
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
場
合
の
罪
責
を
考
え
る
に
あ
た
り
、
事
後
強
盗
罪
が
身
分
犯
な
の
か
、
結
合
犯
な

の
か
、
前
者
で
あ
れ
ば
真
正
身
分
犯
な
の
か
、
不
真
正
身
分
犯
な
の
か
、
後
者
で
あ
れ
ば
承
継
的
共
犯
に
つ
い
て
ど
の
よ
う
に
考
え
る
の

一
二
四



か
、
と
い
う
こ
と
が
議
論
さ
れ
て
き
た
。
本
判
決
は
二
三
八
条
を
真
正
身
分
犯
と
解
し
、
六
五
条
一
項
を
適
用
し
、
Ｘ
に
事
後
強
盗
致
傷

罪
の
共
同
正
犯
の
成
立
を
認
め
た）（
（

。

二　

窃
盗
犯
人
で
な
い
者
が
、
窃
盗
犯
人
と
意
を
通
じ
て
、
二
三
八
条
所
定
の
目
的
で
被
害
者
等
に
対
し
て
暴
行
・
脅
迫
（
傷
害
）
を

加
え
た
（
以
下
、「
暴
行
に
の
み
関
与
し
た
」
と
略
記
す
る
）
場
合
の
罪
責
に
関
し
て
最
高
裁
の
判
断
は
な
い
。
下
級
審
判
決
は
、
二
三
八
条

を
身
分
犯
と
解
す
る
点
で
一
致
し
て
い
る
も
の
の
、
真
正
身
分
犯
と
解
す
る
か
、
不
真
正
身
分
犯
と
解
す
る
か
の
点
で
は
わ
か
れ
て
き
た

が
、
次
第
に
、
真
正
身
分
犯
で
あ
る
と
解
す
る
流
れ
が
で
き
つ
つ
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
、
本
判
決
は
そ
の
よ
う
な
流
れ
の
な
か
に
位
置
づ

け
ら
れ
る
。
ま
ず
、
か
か
る
判
例
の
動
向
を
簡
単
に
み
る
こ
と
と
す
る
。

こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
じ
め
て
判
示
し
た
の
は
、
新
潟
地
判
昭
和
四
二
年
一
二
月
五
日
下
刑
集
九
巻
一
二
号
一
五
四
八
頁
で
あ
る
。
駐

車
中
の
車
か
ら
タ
イ
ヤ
を
窃
取
し
た
Ｄ
ら
が
、
逮
捕
し
よ
う
と
し
た
者
に
暴
行
し
、
傷
害
を
負
わ
せ
た
事
案
に
お
い
て
、
新
潟
地
裁
は
、

暴
行
に
の
み
関
与
し
た
Ｅ
の
所
為
は
「
刑
法
第
六
五
条
第
一
項
、
第
二
四
〇
条
前
段
、
第
六
〇
条
に
該
当
す
る
が
」、
Ｅ
に
は
「
窃
盗
犯

人
の
身
分
が
な
い
の
で
、
同
法
第
六
五
条
第
二
項
に
よ
り
傷
害
罪
の
限
度
に
お
い
て
科
刑
す
る
こ
と
と
し
」、
二
〇
四
条
に
該
当
す
る
と

判
示
し
た
。
こ
れ
に
続
い
て
、
東
京
地
判
昭
和
六
〇
年
三
月
一
九
日
判
時
一
一
七
二
号
一
五
五
頁
も
、
被
告
人
Ｆ
は
、
被
告
人
Ｇ
の
窃
盗

終
了
後
「
Ｇ
の
行
っ
た
窃
盗
の
結
果
を
十
分
認
識
し
て
、
窃
盗
に
か
か
る
金
銭
…
…
の
取
還
を
防
ぐ
べ
く
、
Ｇ
と
意
思
相
通
じ
て
被
害
者

に
暴
行
を
加
え
、
そ
の
結
果
傷
害
が
生
じ
て
い
る
の
で
、
承
継
的
共
同
正
犯
と
し
て
強
盗
致
傷
の
罪
責
を
負
う
と
の
考
え
方
も
あ
り
得
よ

う
が
、
事
後
強
盗
罪
は
、
窃
盗
と
い
う
身
分
を
有
す
る
者
が
主
体
と
な
る
身
分
犯
の
一
種
で
あ
っ
て
、
Ｆ
は
そ
の
身
分
が
な
い
の
で
あ
る

か
ら
」、「
共
犯
と
身
分
の
問
題
と
し
て
把
握
す
べ
き
で
あ
」
る
。「
そ
れ
故
、
身
分
の
な
い
Ｆ
に
は
、
刑
法
六
五
条
一
項
に
よ
り
強
盗
致
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一
二
六

傷
罪
の
共
同
正
犯
と
な
る
も
の
と
解
す
る
が
、
そ
の
刑
は
、
同
法
六
五
条
二
項
に
よ
っ
て
傷
害
の
限
度
に
と
ど
ま
る
」
と
判
示
し
た）（
（

。

こ
の
よ
う
に
、
ま
ず
二
三
八
条
を
不
真
正
身
分
犯
と
解
す
る
裁
判
例
が
現
れ
た
が
、
そ
の
後
、
真
正
身
分
犯
と
解
す
る
判
断
が
示
さ
れ

た
。
本
判
決
が
引
用
す
る
大
阪
高
判
昭
和
六
二
年
七
月
一
七
日
判
時
一
二
五
三
号
一
四
一
頁
で
あ
る
。
こ
の
事
案
は
、
サ
イ
ド
リ
ン
グ
マ

ス
コ
ッ
ト
を
窃
取
し
た
Ｈ
が
、
そ
の
直
後
、
逮
捕
し
よ
う
と
し
た
警
備
員
Ｉ
に
対
し
て
、
Ｊ
ら
と
意
思
を
通
じ
暴
行
を
加
え
、
傷
害
を
負

わ
せ
た
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
原
審
（
神
戸
地
判
昭
和
六
二
年
三
月
一
七
日
）
は
、
Ｊ
ら
の
所
為
に
つ
き
、「
刑
法
二
四
〇
条
前
段
（
二
三
八

条
）
に
該
当
（
但
し
、傷
害
罪
の
限
度
で
同
法
六
〇
条
も
適
用
）
す
る
」
と
判
示
し
た
が
、控
訴
審
で
あ
る
大
阪
高
裁
は
次
の
よ
う
に
判
示
し
た
。

す
な
わ
ち
、「
共
犯
者
二
名
が
被
告
人
の
犯
行
に
関
与
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
が
、
窃
盗
が
既
遂
に
達
し
た
の
ち
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、

同
人
ら
に
お
い
て
、
被
告
人
が
原
判
示
マ
ス
コ
ッ
ト
を
窃
取
し
た
事
実
を
知
っ
た
上
で
、
被
告
人
と
共
謀
の
上
、
逮
捕
を
免
れ
る
目
的
で

被
害
者
に
暴
行
を
加
え
て
同
人
を
負
傷
さ
せ
た
と
き
は
、
窃
盗
犯
人
た
る
身
分
を
有
し
な
い
同
人
ら
に
つ
い
て
も
、
刑
法
六
五
条
一
項
、

六
〇
条
の
適
用
に
よ
り
（
事
後
）
強
盗
致
傷
罪
の
共
同
正
犯
が
成
立
す
る
と
解
す
べ
き
で
あ
る
か
ら
（
な
お
、
こ
の
場
合
に
、
事
後
強
盗
罪
を

不
真
正
身
分
犯
と
解
し
、
身
分
の
な
い
共
犯
者
に
対
し
更
に
同
条
二
項
を
適
用
す
べ
き
で
あ
る
と
の
見
解
も
あ
る
が
、
事
後
強
盗
罪
は
、
暴
行
罪
、
脅
迫

罪
に
窃
盗
犯
人
た
る
身
分
が
加
わ
っ
て
刑
が
加
重
さ
れ
る
罪
で
は
な
く
、
窃
盗
犯
人
た
る
身
分
を
有
す
る
者
が
、
刑
法
二
三
八
条
所
定
の
目
的
を
も
っ
て
、

人
の
反
抗
を
抑
圧
す
る
に
足
り
る
暴
行
、
脅
迫
を
行
う
こ
と
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
成
立
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
真
正
身
分
犯
で
あ
っ
て
、
不
真
正
身
分

犯
と
解
す
べ
き
で
は
な
い
。
従
っ
て
、
身
分
な
き
者
に
対
し
て
も
、
同
条
二
項
を
適
用
す
べ
き
で
は
な
い
。）、
傷
害
罪
の
限
度
で
の
み
し
か
刑
法

六
〇
条
を
適
用
し
な
か
っ
た
原
判
決
は
、
法
令
の
解
釈
適
用
を
誤
っ
た
も
の
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
判
示
し
た
。
な
お
、
こ
の

判
決
の
被
告
人
は
窃
盗
犯
人
Ｈ
の
み
で
あ
り
、
暴
行
に
の
み
関
与
し
た
Ｊ
ら
は
併
合
審
理
さ
れ
て
お
ら
ず
、
引
用
し
た
判
示
は
傍
論
で
あ

る
と
い
え
、「
本
判
決
の
判
例
と
し
て
の
意
義
に
は
疑
問
も
あ
る
」）
5
（

と
の
見
方
が
し
ば
し
ば
示
さ
れ
て
き
た
。

一
二
六



一
二
七

そ
の
後
、
パ
チ
ン
コ
店
に
侵
入
し
、
正
規
の
ロ
ム
を
窃
取
し
、
不
正
な
ロ
ム
を
取
り
付
け
た
窃
盗
グ
ル
ー
プ
が
、
逃
走
す
る
際
、
追
跡

し
て
き
た
パ
チ
ン
コ
店
関
係
者
Ｋ
に
暴
行
を
加
え
、
傷
害
を
負
わ
せ
た
と
い
う
事
案
に
お
い
て
、
運
転
手
役
と
し
て
犯
行
を
幇
助
し
た
Ｌ

の
罪
責
が
問
題
に
な
っ
た
。
大
阪
地
堺
支
判
平
成
一
一
年
四
月
二
二
日
判
時
一
六
八
七
号
一
五
七
頁
は
、「
本
件
は
、
窃
盗
の
幇
助
犯
が
、

正
犯
者
の
事
後
強
盗
致
傷
罪
（
奪
還
行
為
）
を
幇
助
し
た
場
合
で
あ
る
」
が
、
事
後
強
盗
罪
は
「
真
正
身
分
犯
で
あ
る
と
こ
ろ
」、「
同
条

の
『
窃
盗
』
に
は
幇
助
犯
は
含
ま
れ
な
い
と
解
す
る
の
が
相
当
で
あ
る
か
ら
」、「
刑
法
六
五
条
一
項
、
六
二
条
一
項
に
よ
り
、
事
後
強
盗

致
傷
罪
の
幇
助
犯
が
成
立
す
る
」
と
判
示
し
た
。
も
っ
と
も
、
Ｌ
は
、
窃
盗
段
階
か
ら
幇
助
犯
と
し
て
関
与
し
て
お
り
、
暴
行
に
の
み
関

与
し
た
場
合
と
は
異
な
る
点
に
は
留
意
を
要
す）6
（

る）7
（

。

以
上
み
た
と
お
り
、
下
級
審
判
例
は
、
二
三
八
条
を
身
分
犯
と
解
し
て
き
た
が
、
真
正
身
分
犯
か
不
真
正
身
分
犯
か
と
い
う
点
で
一
致

し
て
い
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
近
時
で
は
、
真
正
身
分
犯
と
解
す
る
判
断
が
続
き
、
た
と
え
ば
、
佐
伯
仁
志
教
授
は
、「
真
正
身
分
犯
説

を
と
る
裁
判
例
と
し
て
、
大
阪
高
判
昭
和
六
二
・
七
・
一
七
…
…
が
唯
一
の
高
裁
判
例
で
あ
り
、
そ
の
後
、
不
真
正
身
分
犯
説
を
と
る
裁
判

例
が
な
い
こ
と
か
ら
、
実
務
は
真
正
身
分
犯
説
を
と
っ
て
い
る
も
の
と
推
測
さ
れ
る
」）
（
（

と
の
評
価
を
示
し
て
い
る
。
た
だ
し
、
前
述
の
よ

う
に
、
真
正
身
分
犯
説
の
リ
ー
デ
ィ
ン
グ
ケ
ー
ス
と
さ
れ
る
大
阪
高
裁
の
判
断
は
傍
論
と
い
え
、
そ
れ
に
続
く
大
阪
地
裁
境
支
部
平
成

一
一
年
判
決
も
、
窃
盗
か
ら
暴
行
に
至
る
間
幇
助
犯
と
し
て
関
与
し
た
者
の
罪
責
の
判
断
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
本
判
決
は
、
暴
行

に
の
み
関
与
し
た
者
の
罪
責
が
問
わ
れ
た
純
粋
な
ケ
ー
ス
に
お
け
る
適
条
で
六
五
条
一
項
を
適
用
し
て
処
理
し
た
判
決
と
し
て
、
注
目
し

て
よ
い
も
の
と
考
え
る
。
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三　

学
説
に
お
い
て
は
、
事
後
強
盗
罪
を
身
分
犯
と
解
す
る
見
解）（
（

と
、
結
合
犯
と
解
す
る
見
解）（1
（

が
対
立
し
て
き
た）（（
（

。
事
後
強
盗
罪
を
結

合
犯
と
解
す
る
場
合
に
は
承
継
的
共
犯
の
問
題
に
な
る
。

判
例
に
お
け
る
身
分
の
定
義
、
す
な
わ
ち
、「
刑
法
六
五
条
に
い
わ
ゆ
る
身
分
は
、
男
女
の
性
別
、
内
外
国
人
の
別
、
親
族
の
関
係
、

公
務
員
た
る
の
資
格
の
よ
う
な
関
係
の
み
に
限
ら
ず
、
総
て
一
定
の
犯
罪
行
為
に
関
す
る
犯
人
の
人
的
関
係
で
あ
る
特
殊
の
地
位
又
は
状

態
を
指
称
す
る
」）
（1
（

と
い
う
定
義
に
照
ら
せ
ば
、
二
三
八
条
の
「
窃
盗
」
が
六
五
条
の
意
味
で
の
身
分
に
あ
た
り
う
る
と
は
い
え
る
。
し
か

し
、
そ
の
よ
う
に
解
し
う
る
と
い
う
こ
と
と
、
そ
う
解
す
べ
き
か
ど
う
か
は
別
の
問
題
で
あ
る
。「
窃
盗
」
を
六
五
条
の
意
味
で
の
身
分

と
解
す
る
見
解
は
、
以
下
述
べ
る
理
由
か
ら
妥
当
で
な
い
と
考
え
る
。

ま
ず
、
事
後
強
盗
罪
の
未
遂
・
既
遂
を
、
窃
盗
の
点
の
未
遂
・
既
遂
に
求
め
る
判
例
・
通
説
を
前
提
と
す
れ
ば
、
二
三
八
条
は
、
窃
取

お
よ
び
暴
行
・
脅
迫
の
完
全
な
充
足
を
も
っ
て
、
そ
の
構
成
要
件
を
充
足
す
る
（
既
遂
に
な
る
）
と
考
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
か

か
る
理
解
か
ら
は
、
窃
取
行
為
も
二
三
八
条
の
実
行
行
為
で
あ
り
、
窃
取
行
為
に
よ
る
財
物
の
占
有
移
転
が
事
後
強
盗
罪
の
違
法
性
の
重

要
な
部
分
を
形
づ
く
っ
て
い
る
と
考
え
ざ
る
を
え
な
い
。「
窃
盗
」
を
身
分
と
解
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
理
論
的
に
は
、
暴
行
・
脅
迫
に
そ

の
未
遂
・
既
遂
の
基
準
を
求
め
る
べ
き
こ
と
に
な
る）（1
（

。
二
三
八
条
の
身
分
た
る
「
窃
盗
」
を
窃
盗
既
遂
犯
人
に
限
る
な
ら
ば
、
窃
盗
未
遂

の
場
合
に
は
事
後
強
盗
罪
は
成
立
せ
ず
、「
窃
盗
」
に
窃
盗
未
遂
犯
人
も
含
む
な
ら
ば
、
窃
盗
未
遂
犯
人
で
あ
れ
、「
窃
盗
」
が
所
定
の
目

的
で
の
暴
行
・
脅
迫
を
加
え
る
こ
と
に
よ
り
た
だ
ち
に
事
後
強
盗
罪
の
既
遂
と
な
る
。「
窃
盗
」
を
身
分
と
解
す
る
立
場
か
ら
、
事
後
強

盗
の
未
遂
・
既
遂
を
窃
盗
の
点
の
未
遂
・
既
遂
に
求
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

身
分
犯
説
は
、
未
遂
・
既
遂
の
基
準
以
外
の
点
で
も
、
二
三
八
条
に
つ
い
て
判
例
・
通
説
が
採
っ
て
き
た
解
釈
と
整
合
し
な
い
。
暴
行
・

脅
迫
は
「
窃
盗
の
機
会
」
に
行
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
解
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
、
身
分
犯
説
か
ら
は
、
窃
盗
犯
人
と
い
う
身
分
を
有

一
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す
る
者
が
、暴
行
・
脅
迫
を
加
え
れ
ば
よ
く
、窃
取
行
為
と
の
時
間
的
お
よ
び
場
所
的
な
接
着
性
は
必
要
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う）（1
（

。も
っ

と
も
、
窃
盗
犯
人
が
犯
行
終
了
後
、
ま
た
は
現
場
を
離
れ
る
際
に
暴
行
・
脅
迫
を
加
え
る
こ
と
が
多
い
と
い
う
実
態
に
着
目
し
、
人
身
保

護
の
観
点
を
重
視
し
て
窃
盗
の
機
会
と
い
う
要
件
を
説
明
す
る
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、人
身
保
護
の
観
点
を
重
視
す
る
な
ら
ば
、

今
度
は
、
暴
行
・
脅
迫
の
程
度
に
関
し
て
、
強
盗
罪
と
同
程
度
の
、
相
手
方
の
反
抗
を
抑
圧
す
る
に
足
る
程
度
の
暴
行
・
脅
迫
と
す
る
理

論
的
必
然
性
は
な
い
こ
と
に
な
ろ
う
。
た
と
え
ば
、
窃
盗
犯
人
に
よ
る
そ
の
機
会
に
お
け
る
暴
行
・
脅
迫
で
あ
れ
ば
よ
い
、
ま
た
は
、
逮

捕
免
脱
目
的
な
ど
二
三
八
条
所
定
の
目
的
を
達
す
る
に
足
り
る
程
度
の
暴
行
・
脅
迫
で
あ
れ
ば
よ
い
と
い
う
よ
う
に
も
考
え
う
る
か
ら
で

あ
る
。
人
身
保
護
と
い
う
観
点
か
ら
は
、
そ
も
そ
も
、「
刑
の
加
重
の
程
度
が
な
ぜ
強
盗
罪
と
同
等
な
の
か
」
と
い
う
こ
と
の
理
由
も
出

て
こ
な
い）（1
（

。
さ
ら
に
、
罪
数
の
関
係
で
も
、
先
行
す
る
窃
盗
行
為
は
主
体
の
限
定
に
と
ど
ま
り
、
事
後
強
盗
罪
の
処
罰
の
対
象
行
為
で
は

な
い
か
ら
、
窃
盗
行
為
と
そ
の
後
の
暴
行
・
脅
迫
行
為
と
は
、
別
罪
を
構
成
す
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
人
身
保
護
を
重
視
し
た
解
釈
は
立
法

論
と
し
て
は
首
肯
で
き
る
と
こ
ろ
も
あ
る）（1
（

が
、
現
行
法
の
解
釈
と
し
て
は
難
が
多
い
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
。

さ
ら
に
、
真
正
身
分
犯
と
解
す
る
点
、
不
真
正
身
分
犯
と
解
す
る
点
に
お
い
て
も
、
そ
れ
ぞ
れ
、
解
釈
上
の
難
点
が
あ
る
。
真
正
身
分

犯
説
に
対
し
て
は
、
前
掲
の
大
阪
高
裁
昭
和
六
二
年
判
決
の
論
理
で
は
、
こ
れ
ま
で
不
真
正
身
分
犯
と
解
さ
れ
て
い
た
も
の
も
真
正
身
分

犯
に
し
て
し
ま
い
か
ね
な
い
と
い
う
疑
問）（1
（

の
ほ
か
、
実
質
的
に
は
、
窃
盗
未
遂
の
場
合
に
暴
行
に
の
み
関
与
し
た
者
も
事
後
強
盗
罪
の
共

同
正
犯
と
す
る
点
で
、
そ
の
関
与
者
の
行
為
の
評
価
と
し
て
厳
し
す
ぎ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
事
後
強
盗
罪
に
お
い
て
、
正
犯
者
で
さ
え

犯
情
に
お
い
て
は
強
盗
罪
よ
り
も
軽
い
と
考
え
ら
れ
る
べ
き
場
合
が
少
な
く
な
く
、
ま
し
て
先
行
す
る
窃
盗
が
未
遂
の
場
合
に
は
本
来
の

強
盗
と
の
距
離
が
一
層
遠
く
な
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
場
合
の
強
盗
と
の
距
離
の
遠
さ
を
埋
め
合
わ
せ
る
た
め
に
、
逮
捕
免
脱
・
罪
跡
隠

滅
目
的
の
場
合
、
司
法
作
用
に
対
す
る
罪
と
し
て
の
性
格
を
も
有
す
る
と
の
指
摘
も
な
さ
れ
る）（1
（

。
し
か
し
、
犯
人
自
身
に
よ
る
自
己
隠
避
・
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証
拠
隠
滅
は
期
待
可
能
性
の
欠
如
を
理
由
に
処
罰
さ
れ
て
お
ら
ず
、
窃
盗
犯
人
に
限
り
こ
れ
を
処
罰
し
、
し
か
も
一
〇
三
条
・
一
〇
四
条

よ
り
も
格
段
に
重
い
処
罰
を
正
当
化
す
る
の
は
難
し
い
と
い
え
よ
う
。
第
三
者
が
暴
行
に
の
み
関
与
し
た
場
合
も
、
後
者
の
疑
問
は
同
様

に
妥
当
す
る
。
他
方
で
、
不
真
正
身
分
犯
と
解
す
る
場
合
に
は
、
加
重
暴
行
罪
・
脅
迫
罪
と
し
て
の
理
解
の
ほ
か
、
甲
が
乙
に
対
し
て
最

初
か
ら
事
後
強
盗
罪
を
教
唆
し
た
場
合
で
も
、
六
五
条
二
項
に
よ
り
、
暴
行
罪
・
脅
迫
罪
の
教
唆
犯
に
な
る
と
い
う
結
論
に
対
し
て
疑
問

が
示
さ
れ
て
い
る）（1
（

。

以
上
み
て
き
た
と
お
り
、
事
後
強
盗
罪
は
身
分
犯
で
は
な
く
、
窃
取
行
為
と
二
三
八
条
所
定
の
目
的
で
の
暴
行
・
脅
迫
行
為
と
を
結
合

し
た
犯
罪
類
型
と
解
す
る
の
が
妥
当
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
暴
行
に
の
み
関
与
し
た
場
合
に
、
二
三
八
条
を
真
正
身
分
犯
と
解
し
、

六
五
条
一
項
を
適
用
し
て
解
決
し
た
本
判
決
に
は
賛
成
で
き
な
い
。

四　

二
三
八
条
を
結
合
犯
と
解
し
た
場
合
に
は
承
継
的
共
犯
の
処
理
が
問
題
に
な
る）11
（

。
自
ら
因
果
的
な
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
な
い
こ
と

に
つ
い
て
責
任
を
問
わ
れ
る
べ
き
で
は
な
い
か
ら
、
関
与
前
の
他
人
の
行
為
の
「
承
継
」
と
い
う
こ
と
は
認
め
ら
れ
ず
、
関
与
以
降
の
行

為
が
評
価
の
対
象
と
な
る
べ
き
で
あ
る）1（
（

。
判
例
も
、
傷
害
罪
に
関
す
る
最
決
平
成
二
四
年
一
一
月
六
日
刑
集
六
六
巻
一
一
号
一
二
八
一
頁

が
、「
共
謀
加
担
前
に
〔
共
犯
者
〕
が
既
に
生
じ
さ
せ
て
い
た
傷
害
結
果
に
つ
い
て
は
、
被
告
人
の
…
…
行
為
が
こ
れ
と
因
果
関
係
を
有

す
る
こ
と
は
な
い
か
ら
、
傷
害
罪
の
共
同
正
犯
と
し
て
の
責
任
を
負
う
こ
と
は
な
く
、
共
謀
加
担
後
の
…
…
暴
行
に
よ
っ
て
…
…
傷
害
の

発
生
に
寄
与
し
た
こ
と
に
つ
い
て
の
み
、
傷
害
罪
の
共
同
正
犯
と
し
て
の
責
任
を
負
う
」
と
判
示
し
て
い
る
。
も
っ
と
も
、
詐
欺
罪
に
関

す
る
最
決
平
成
二
九
年
一
二
月
一
一
日
刑
集
七
一
巻
一
〇
号
五
三
五
頁
は
、
一
定
の
範
囲
で
、
関
与
前
の
他
人
の
行
為
の
「
承
継
」
を
認

め
て
い
る
。
こ
の
決
定
の
是
非
は
措
く
と
し
て
、
事
後
強
盗
罪
に
お
け
る
暴
行
・
脅
迫
は
、
先
行
す
る
窃
盗
を
「
完
遂
す
る
上
で
そ
れ
と

一
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一
体
の
も
の
と
し
て
予
定
さ
れ
て
い
た
」
行
為
と
は
い
え
な
い
か
ら
、
か
り
に
最
高
裁
平
成
二
九
年
決
定
の
立
場
に
照
ら
し
考
え
た
と
し

て
も
、
暴
行
に
の
み
関
与
し
た
者
に
、
先
行
す
る
窃
取
行
為
の
「
承
継
」
を
認
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
暴
行
に

の
み
関
与
し
た
場
合
、
原
則
と
し
て
、
事
後
強
盗
罪
の
共
同
正
犯
は
認
め
ら
れ
ず
、
せ
い
ぜ
い
事
後
強
盗
罪
の
従
犯
に
と
ど
ま
る
と
い
う

こ
と
に
な
る
。

も
っ
と
も
、
関
与
後
の
行
為
の
み
を
評
価
の
対
象
と
し
た
場
合
に
も
、
そ
の
共
犯
者
の
問
題
の
寄
与
が
事
後
強
盗
全
体
の
な
か
で
一
定

程
度
以
上
の
重
要
性
を
も
つ
と
評
価
さ
れ
る
場
合
に
は
事
後
強
盗
罪
の
共
同
正
犯
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
も
あ
り
え
よ
う
。
窃
盗
既
遂
犯
人

が
財
物
の
取
還
防
止
目
的
で
暴
行
を
加
え
る
類
型
に
お
い
て
、
そ
の
暴
行
に
よ
り
財
物
の
占
有
が
確
保
さ
れ
た
場
合
が
そ
の
よ
う
な
場
合

と
い
え
よ
う
。
窃
取
行
為
に
よ
り
財
物
の
事
実
的
支
配
を
（
一
応
）
獲
得
し
た
も
の
の
、
被
害
者
に
追
跡
さ
れ
る
な
ど
そ
の
支
配
が
い
ま

だ
不
安
定
な
状
態
に
あ
る
場
合
に
、
追
跡
者
に
暴
行
を
加
え
る
こ
と
に
よ
り
財
物
の
支
配
を
確
実
な
も
の
に
す
る
こ
と
は
、
一
項
強
盗）11
（

ま

た
は
二
項
強
盗）11
（

と
重
な
り
合
い
、
あ
る
い
は
、
少
な
く
と
も
そ
れ
に
近
似
し
た
「
強
盗
と
し
て
の
実
体
」
を
有
し
て
い
る
と
い
え
、
こ
の

よ
う
な
場
合
の
財
物
を
確
保
す
る
た
め
の
暴
行
に
か
か
わ
っ
た
共
犯
者
に
つ
い
て
、
か
か
る
関
与
後
の
行
為
の
み
を
評
価
し
た
場
合
も
、

事
後
強
盗
全
体
の
事
象
の
な
か
で
そ
の
寄
与
を
共
同
正
犯
と
評
価
で
き
る
だ
け
の
重
要
性
を
も
っ
て
い
る
と
認
め
る
こ
と
は
、
可
能
で
あ

ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、
先
行
す
る
窃
盗
が
既
遂
に
至
っ
た
後
、
店
員
に
追
跡
さ
れ
、
逮
捕
免
脱
の
た
め
の
暴
行
に
よ
っ
て
な
お
不
安
定
な

状
態
に
あ
っ
た
財
物
の
支
配
を
確
保
し
よ
う
と
し
た）11
（

本
件
事
案
の
場
合
、
事
後
強
盗
罪
の
共
同
正
犯
を
認
め
た
本
判
決
は
、
そ
の
結
論
に

お
い
て
は
、
支
持
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

五　

本
判
決
の
結
論
が
妥
当
で
あ
る
と
す
る
と
、
そ
の
結
論
を
導
く
た
め
に
承
継
的
共
犯
に
関
す
る
態
度
決
定
が
必
要
と
な
る
結
合
犯
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説
よ
り
も
、
二
三
八
条
を
真
正
身
分
犯
と
解
し
、
六
五
条
一
項
を
適
用
す
る
処
理
の
方
が
簡
便
な
処
理
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
か
も
し
れ

な
い
。
し
か
し
、
真
正
身
分
犯
説
は
、
前
で
指
摘
し
た
よ
う
に
、
現
行
法
の
解
釈
と
し
て
整
合
性
の
あ
る
説
明
が
難
し
い
こ
と
に
加
え
、

結
論
に
関
し
て
も
、
窃
盗
未
遂
に
と
ど
ま
る
場
合
に
も
事
後
強
盗
未
遂
罪
の
共
同
正
犯
を
認
め
る
こ
と
に
な
る
点
に
お
い
て
、
疑
問
と
い

わ
ざ
る
を
え
な
い
。

も
っ
と
も
、本
稿
で
検
討
し
て
き
た
論
点
に
か
か
わ
る
判
決
の
事
案
は
す
べ
て
先
行
す
る
窃
盗
が
既
遂
の
場
合
で
あ
り
、本
判
決
も
、「
窃

盗
犯
人
が
財
物
を
窃
取
し
た
事
実
を
知
っ
た
上
で
、
同
人
と
共
謀
の
上
、
…
…
被
害
者
に
暴
行
を
加
え
…
…
た
と
き
は
」
と
し
た
う
え
で
、

六
五
条
一
項
に
よ
る
処
理
し
て
お
り
、
そ
こ
で
、
本
判
決
の
射
程
は
、
窃
盗
未
遂
の
場
合
に
は
及
ば
な
い
と
読
む
べ
き
か
も
し
れ
な
い
。

窃
盗
が
未
遂
の
場
合
に
も
判
例
が
真
正
身
分
犯
説
の
構
成
で
事
案
を
処
理
す
る
と
い
え
る
の
か
ど
う
か
は
、
断
定
で
き
な
い
よ
う
に
思
わ

れ
る）11
（

。
今
後
の
判
例
の
動
向
を
な
お
注
視
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。

六　

以
上
、
検
討
し
て
き
た
よ
う
に
、
本
判
決
は
、
そ
の
理
論
構
成
に
お
い
て
支
持
で
き
な
い
と
は
い
え
、
学
説
が
分
か
れ
て
い
る
論

点
に
お
い
て
、
真
正
身
分
犯
説
に
立
っ
た
判
断
を
示
し
、
し
か
も
、
昭
和
六
一
年
判
決
の
判
示
は
傍
論
で
は
な
い
か
と
の
指
摘
も
な
さ
れ

て
き
た
だ
け
に
、
判
例
の
動
向
を
分
析
す
る
う
え
で
、
本
判
決
の
判
断
は
注
目
し
て
よ
い
も
の
と
考
え
る
。

（
1
）
Ｘ
は
、
本
文
記
載
の
事
実
の
ほ
か
、
約
三
時
間
半
前
の
別
の
店
舗
で
の
フ
ィ
ギ
ュ
ア
一
個
の
窃
取
に
つ
き
、
窃
盗
罪
で
起
訴
さ
れ
て
い
る
。

（
2
）
Ｘ
を
懲
役
三
年
執
行
猶
予
五
年
、
累
犯
前
科
の
あ
る
Ｙ
を
懲
役
四
年
に
処
し
た
。
な
お
、
Ｘ
運
転
の
自
動
車
助
手
席
に
同
乗
し
て
い
た
Ｚ
に
つ

い
て
は
、
一
定
の
発
言
の
事
実
を
認
定
で
き
ず
、
共
同
正
犯
と
認
定
で
き
な
い
と
し
て
無
罪
を
言
い
渡
し
た
。

一
三
二



（
（
）
本
件
の
判
例
評
釈
と
し
て
、
成
瀬
幸
典
「
判
例
批
評
」
法
学
教
室
四
五
六
号
一
六
一
頁
（
二
〇
一
八
年
）。

（
（
）
こ
れ
ら
の
判
決
は
、
罪
名
と
科
刑
の
分
離
を
認
め
る
点
で
、
最
決
昭
和
五
四
年
四
月
一
三
日
刑
集
三
三
巻
三
号
一
七
九
頁
、
最
決
平
成
一
七
年

七
月
四
日
刑
集
五
九
巻
六
号
四
〇
三
頁
と
の
関
係
で
も
問
題
と
な
ろ
う
。

（
5
）
中
森
喜
彦
「
判
例
批
評
」
判
例
評
論
三
五
三
号
七
二
頁
（
一
九
八
八
年
）。
ま
た
、
本
田
稔
「
共
犯
と
身
分
⑶
」『
刑
法
判
例
百
選
Ⅰ
総
論
（
第

七
版
）』
一
八
八
頁
（
有
斐
閣
、
二
〇
一
四
年
）
な
ど
。

（
6
）
参
照
、
豊
田
兼
彦
「
判
例
批
評
」
愛
知
大
学
法
学
部
法
経
論
集
一
五
七
号
一
二
八
頁
（
二
〇
〇
一
年
）。
本
判
決
に
つ
い
て
、
只
木
誠
「
判
例

批
評
」
判
例
評
論
五
〇
四
号
四
一
頁
以
下
も
参
照
。

（
7
）
な
お
、
窃
盗
の
時
点
で
は
責
任
能
力
が
あ
っ
た
が
、
暴
行
の
時
点
で
は
心
神
耗
弱
の
状
態
に
あ
っ
た
と
い
う
事
案
に
お
い
て
、
札
幌
地
判
平
成

二
年
四
月
二
三
日
判
タ
七
三
七
号
二
四
二
頁
は
、「
事
後
強
盗
罪
は
窃
盗
犯
人
を
身
分
と
す
る
犯
罪
類
型
で
、
実
行
行
為
は
暴
行
、
脅
迫
と
解
さ

れ
る
か
ら
」、「
本
件
犯
行
全
体
に
つ
い
て
限
定
責
任
能
力
者
と
し
て
処
断
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
」
と
判
示
し
て
い
る
。

（
（
）
佐
伯
仁
志
「
事
後
強
盗
罪
に
関
す
る
覚
書
」『
川
端
博
先
生
古
稀
記
念
論
文
集
（
下
巻
）』
一
九
一
頁
注
二
（
成
文
堂
、
二
〇
一
四
年
）。

（
（
）
真
正
身
分
犯
と
解
す
る
の
は
、
井
田
良
『
講
義
刑
法
学
・
総
論
（
第
二
版
）』
五
七
三
頁
以
下
（
有
斐
閣
、
二
〇
一
八
年
）、
佐
久
間
修
『
刑
法

各
論
（
第
二
版
）』
二
〇
三
頁
（
成
文
堂
、二
〇
一
二
年
）、橋
本
正
博
『
刑
法
各
論
』
二
一
三
頁
以
下
（
新
世
社
、二
〇
一
七
年
）、前
田
雅
英
『
刑

法
各
論
講
義
（
第
六
版
）』
二
〇
〇
頁
（
東
京
大
学
出
版
会
、
二
〇
一
五
年
）
な
ど
。
不
真
正
身
分
犯
と
解
す
る
の
は
、
大
谷
實
『
刑
法
講
義
各

論
（
新
版
第
四
版
補
訂
版
）』
二
四
二
頁
以
下
（
成
文
堂
、
二
〇
一
五
年
）、
日
髙
義
博
『
刑
法
総
論
』
五
一
八
頁
以
下
（
成
文
堂
、
二
〇
一
五
年
）、

松
宮
孝
明
『
刑
法
各
論
講
義
（
第
五
版
）』
二
三
三
頁
以
下
（
成
文
堂
、
二
〇
一
八
年
）
な
ど
。
財
物
取
還
防
止
目
的
で
の
暴
行
・
脅
迫
の
場
合

は
違
法
身
分
で
あ
り
、
逮
捕
免
脱
・
罪
跡
隠
滅
目
的
の
場
合
は
責
任
身
分
で
あ
る
と
す
る
の
は
、
佐
伯
仁
志
「
事
後
強
盗
罪
の
共
犯
」
研
修
六
三

二
号
一
〇
頁
（
二
〇
〇
一
年
）、
同
「
強
盗
罪
⑵
」
法
学
教
室
三
七
〇
号
八
七
頁
以
下
（
二
〇
一
一
年
）、
曽
根
威
彦
『
刑
法
各
論
（
第
五
版
）』

一
三
四
頁
（
弘
文
堂
、
二
〇
一
二
年
）。

（
10
）
伊
東
研
祐
『
刑
法
講
義
各
論
』
一
七
九
頁
（
日
本
評
論
社
、
二
〇
一
一
年
）、
斎
藤
信
治
『
刑
法
総
論
（
第
六
版
）』
二
八
九
頁
（
有
斐
閣
、
二

〇
〇
八
年
）、
島
田
聡
一
郎
「
事
後
強
盗
罪
の
共
犯
」
現
代
刑
事
法
四
四
号
二
〇
頁
以
下
（
二
〇
〇
二
年
）、
髙
橋
直
哉
「
承
継
的
共
犯
論
の
帰
趨
」

『
理
論
刑
法
学
の
探
究
⑨
』
一
八
七
頁
（
成
文
堂
、
二
〇
一
六
年
）、
高
橋
則
夫
『
刑
法
各
論
（
第
三
版
）』
二
九
二
頁
（
成
文
堂
、
二
〇
一
八
年
）、

中
森
喜
彦
『
刑
法
各
論
（
第
四
版
）』
一
二
八
頁
（
有
斐
閣
、
二
〇
一
五
年
）、
西
田
典
之
（
橋
爪
隆
補
訂
）『
刑
法
各
論
（
第
七
版
）』
一
九
七
頁

刑
事
判
例
研
究 

⑷
（
原
口
）

一
三
三



以
下
（
弘
文
堂
、
二
〇
一
八
年
）、
橋
爪
隆
「
事
後
強
盗
罪
に
つ
い
て
」
法
学
教
室
四
三
一
号
八
一
頁
以
下
（
二
〇
一
六
年
）、
松
原
芳
博
『
刑
法

各
論
』
二
五
四
頁
以
下
（
日
本
評
論
社
、
二
〇
一
六
年
）、
山
口
厚
『
刑
法
各
論
（
第
二
版
）』
二
三
三
頁
（
有
斐
閣
、
二
〇
一
〇
年
）、
山
中
敬

一
『
刑
法
各
論
（
第
三
版
）』
三
二
五
頁
（
成
文
堂
、
二
〇
一
五
年
）
な
ど
。
な
お
、
二
三
八
条
に
お
け
る
「
窃
盗
」
は
、
身
分
で
あ
る
と
と
も

に
実
行
行
為
で
も
あ
る
と
理
解
し
た
う
え
で
、
六
五
条
の
適
用
は
非
身
分
者
の
行
為
と
構
成
要
件
的
結
果
と
の
間
の
因
果
関
係
の
存
在
を
前
提
と

す
る
と
解
し
、
後
行
行
為
の
み
に
関
与
し
た
非
身
分
者
に
六
五
条
を
適
用
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
ず
、
承
継
的
共
犯
の
問
題
と
し
て
解
決
す
べ
き
と

す
る
の
は
、
十
河
太
朗
『
身
分
犯
の
共
犯
』
三
五
五
頁
以
下
（
成
文
堂
、
二
〇
〇
九
年
）。

（
11
）
ほ
か
に
、
小
田
直
樹
「
事
後
強
盗
罪
の
共
犯
関
係
」
刑
法
雑
誌
三
八
巻
一
号
一
〇
三
頁
（
一
九
九
八
年
）
は
、「『
窃
盗
』
は
『
窃
盗
の
際
』
と

い
う
行
為
状
況
規
定
に
等
し
く
、
利
欲
目
的
が
擬
制
さ
れ
る
主
体
と
い
う
限
り
で
の
『
正
犯
限
定
』」
で
あ
る
と
主
張
す
る
。

（
12
）
最
判
昭
和
二
七
年
九
月
一
九
日
刑
集
六
巻
八
号
一
〇
八
三
頁
。

（
1（
）
身
分
犯
説
は
、「
何
故
、
実
行
行
為
で
な
い
行
為
主
体
に
関
す
る
要
件
（
窃
盗
犯
人
）
に
よ
っ
て
犯
罪
の
既
遂
・
未
遂
が
決
ま
る
の
か
と
い
う

根
本
的
疑
問
に
逢
着
す
る
」（
曽
根
威
彦
「
共
犯
と
身
分
⑶
」『
刑
法
判
例
百
選
Ⅰ
総
論
（
第
四
版
）』
一
八
九
頁
［
有
斐
閣
、
一
九
九
七
年
］）。

実
際
に
、
身
分
犯
説
か
ら
、「
身
分
犯
と
解
す
れ
ば
、
理
論
的
に
は
、
暴
行
・
脅
迫
を
実
行
行
為
と
解
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」。
二
三
八
条
の
未
遂
・

既
遂
を
財
物
奪
取
の
未
遂
・
既
遂
に
求
め
る
場
合
、「
理
論
上
の
不
整
合
の
生
ず
る
こ
と
は
避
け
難
い
」（
岡
野
光
雄
「
事
後
強
盗
罪
」『
刑
法
基

本
講
座
（
第
五
巻
）』
一
二
二
頁
［
法
学
書
院
、
一
九
九
三
年
］）
と
認
め
る
論
者
も
い
る
。

（
1（
）
身
分
犯
説
を
採
る
佐
久
間
・
前
掲
注（
（
）二
〇
四
頁
注
一
七
は
、「
窃
盗
の
機
会
」
に
お
け
る
暴
行
・
脅
迫
を
問
題
に
す
る
の
は
「
そ
の
意
味
で
、

純
然
た
る
身
分
犯
で
な
く
、
結
合
犯
と
い
う
側
面
も
否
定
で
き
な
い
」
と
す
る
。

（
15
）
事
後
強
盗
罪
に
お
け
る
暴
行
・
脅
迫
に
関
す
る
近
時
の
判
例
に
つ
い
て
、
参
照
、
瀬
川
行
太
「
事
後
強
盗
罪
に
お
け
る
暴
行
の
判
断
基
準
に
つ

い
て
」
北
大
法
学
論
集
六
六
巻
五
号
一
九
七
頁
以
下
（
二
〇
一
六
年
）、
安
井
哲
章
「
事
後
強
盗
罪
の
基
本
概
念
」
法
学
新
報
一
一
三
巻
一
・
二

号
三
六
五
頁
以
下
（
二
〇
〇
六
年
）。

（
16
）
立
法
論
的
に
は
二
三
八
条
後
段
は
事
後
強
盗
罪
か
ら
削
除
す
べ
き
だ
と
し
た
う
え
で
、
佐
伯
・
前
掲
注（
（
）法
学
教
室
三
七
〇
号
八
八
頁
は
、

逮
捕
免
脱
・
罪
跡
隠
滅
目
的
で
の
暴
行
・
脅
迫
は
「
窃
盗
犯
人
だ
け
で
な
く
、
他
の
犯
罪
者
に
も
見
ら
れ
る
こ
と
で
あ
っ
て
、
加
重
処
罰
の
必
要

が
あ
れ
ば
、
司
法
に
対
す
る
罪
と
し
て
独
立
に
規
定
す
べ
き
で
あ
る
」
と
し
、
松
宮
・
前
掲
注（
（
）二
三
三
頁
は
、「
必
要
が
あ
れ
ば
、
住
居
侵

入
を
手
段
と
す
る
犯
罪
一
般
を
対
象
と
す
る
、
新
た
な
加
重
類
型
を
作
っ
た
方
が
よ
い
か
も
し
れ
な
い
」
と
す
る
。

一
三
四



（
17
）
参
照
、
内
田
文
昭
「
判
例
批
評
」
研
修
四
九
〇
号
七
頁
（
一
九
八
九
年
）、
岡
本
勝
「
事
後
強
盗
罪
に
関
す
る
一
考
察
」
香
川
達
夫
博
士
古
稀

祝
賀
『
刑
事
法
学
の
課
題
と
展
望
』
四
〇
二
頁
注
一
（
成
文
堂
、
一
九
九
六
年
）
な
ど
。

（
1（
）
堀
内
捷
三
『
刑
法
各
論
』
一
三
四
頁
（
有
斐
閣
、
二
〇
〇
三
年
）。
ま
た
、
井
田
良
『
講
義
刑
法
学
・
各
論
』
二
三
九
頁
注
三
〇
（
有
斐
閣
、

二
〇
一
六
年
）。
こ
れ
に
対
し
て
、
窃
盗
未
遂
の
場
合
に
二
三
八
条
は
成
立
し
な
い
と
解
す
る
の
は
、
金
澤
真
理
「
財
物
奪
取
後
の
暴
行
・
脅
迫

─
事
後
強
盗
罪
の
構
造

─
」
阿
部
純
二
先
生
古
稀
祝
賀
論
文
集
『
刑
事
法
学
の
現
代
的
課
題
』
三
〇
七
頁
以
下
（
第
一
法
規
、二
〇
〇
四
年
）。

（
1（
）
参
照
、
井
田
・
前
掲
注（
（
）総
論
五
七
四
頁
。

（
20
）
こ
れ
に
対
し
て
、
身
分
犯
説
に
立
て
ば
、
暴
行
に
の
み
関
与
し
た
者
も
、
主
体
の
点
を
除
け
ば
、
事
後
強
盗
罪
の
す
べ
て
の
構
成
要
件
実
現
に

同
時
的
に
関
与
し
て
お
り
、「
承
継
」
は
問
題
に
な
り
え
な
い
。

（
21
）
承
継
的
共
犯
に
関
し
て
、
参
照
、
髙
橋
直
哉
・
前
掲
注（
10
）一
五
九
頁
以
下
、
一
七
九
頁
以
下
。

（
22
）
参
照
、
最
判
昭
和
二
四
年
二
月
一
五
日
刑
集
三
巻
二
号
一
六
四
頁
。
多
数
説
は
こ
の
判
例
を
支
持
す
る
が
、
窃
盗
既
遂
後
の
一
項
強
盗
罪
の
成

立
可
能
性
を
疑
問
と
す
る
の
は
、
西
田
・
前
掲
注（
10
）一
八
四
頁
、
山
口
・
前
掲
注（
10
）二
二
一
頁
。

（
2（
）
町
野
朔
『
犯
罪
各
論
の
現
在
』
一
四
一
頁
以
下
（
有
斐
閣
、
一
九
九
六
年
）
は
、
窃
盗
・
詐
欺
な
ど
財
物
の
所
有
権
侵
害
を
財
産
犯
と
し
て
処

罰
す
る
以
上
、
財
物
の
所
有
権
の
一
効
果
に
す
ぎ
な
い
そ
の
返
還
請
求
権
の
侵
害
を
別
個
独
立
の
財
産
犯
と
し
て
処
罰
す
べ
き
で
は
な
い
と
す
る
。

同
様
に
、
辰
井
聡
子
「
強
盗
罪
の
要
件
た
る
暴
行
脅
迫
⑵
」『
刑
法
判
例
百
選
Ⅱ
各
論
（
第
七
版
）』
八
一
頁
（
有
斐
閣
、
二
〇
一
四
年
）。
も
っ

と
も
、
こ
の
見
解
も
、
返
還
請
求
権
の
侵
害
を
「
共
罰
的
事
後
行
為
」
と
解
す
る
だ
け
な
の
で
、
後
の
行
為
が
共
罰
的
事
後
行
為
と
な
る
場
合
も
、

「
財
産
犯
は
成
立
し
て
」
お
り
、「
こ
れ
に
対
す
る
共
犯
は
可
能
で
あ
る
」
と
す
る
（
町
野
・
前
掲
一
四
三
頁
）。
安
廣
文
夫
『
最
高
裁
判
所
判
例

解
説
刑
事
篇
（
昭
和
六
一
年
度
）』
三
〇
五
頁
以
下
（
法
曹
会
、
一
九
八
九
年
）
も
参
照
。

（
2（
）
本
件
で
は
逃
走
の
途
中
で
フ
ィ
ギ
ュ
ア
を
車
外
に
投
げ
落
と
し
、
最
終
的
に
財
物
を
確
保
で
き
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

（
25
）
前
掲
二
で
引
用
の
新
潟
地
判
昭
和
四
二
年
一
二
月
五
日
の
事
案
も
、
窃
盗
既
遂
の
事
案
で
あ
る
が
、
窃
取
し
よ
う
と
し
た
タ
イ
ヤ
の
取
付
け
中

に
発
見
さ
れ
、
逃
走
の
際
「
同
車
が
前
記
タ
イ
ヤ
の
パ
ン
ク
の
た
め
、
走
行
中
自
然
の
蛇
行
を
生
じ
」
と
あ
り
、
窃
取
し
た
タ
イ
ヤ
を
保
持
し
た

ま
ま
逃
走
し
て
い
た
の
か
は
は
っ
き
り
し
な
い
。
も
っ
と
も
、
こ
の
判
決
は
、
前
述
の
よ
う
に
傷
害
罪
の
限
度
で
の
科
刑
を
し
て
い
る
。

（
駒
澤
大
学
法
学
部
教
授
）

刑
事
判
例
研
究 

⑷
（
原
口
）

一
三
五




